蜜蜂飼育届等　記入方法


　蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法に基づく年１回の県知事への届出が必要です。

届出用紙は２枚ありますので、両方に御記入の上、住所地を管轄する指定の窓口に、提出をお願いします。

なお、花粉交配のみに蜂を使用し、かつ蜂が全て借りているものである方は、本届出の提出の必要はありません。

また、この調査による個人情報は、統計資料の作成以外に用いることはありません。

１　蜜蜂飼育届（様式第１号）…法律に基づく届出

　(１)　令和８年１月１日現在蜜蜂飼育状況

令和８年１月１日の時点で飼育している蜂群について、飼育場所・飼育蜂群数を御記入ください。

飼育場所は、地番まで記入するようにしてください。地番がない場合は、飼育場所がわかる地図を添付してください。

　飼育場所が複数か所ある場合は、様式第1号別紙に全ての飼育場所を記入してください。

　(2)　令和８年蜜蜂飼育計画

　　　令和８年中に飼育予定の全ての群について、１年間の全ての飼育場所と飼育期間が書かれているようにしてください。

１月１日現在の飼育場所の他、転飼先などが既に決まっている場合は必ず御記入ください。

飼育場所は、地番まで記入するようにしてください。地番がない場合は、飼育場所がわかる地図を添付してください。

飼育場所が複数か所あり、様式第1号に記載しきれない場合は、様式第1号別紙に全ての飼育場所を記入してください。

飼育届提出後、飼育計画が変更した場合は変更届の提出をお願いします。

２　蜜蜂飼育状況等調査（様式第２号）…県が行う現状調査

　(1)　蜜蜂飼育状況（令和８年１月１日現在）

　　蜜蜂飼育届（様式第１号）に記入した蜂群について、西洋蜜蜂、日本蜜蜂の区分ごとに群数を記入してください。

日本蜜蜂については、巣箱の形態ごとに群数を記入してください。

　(2)　蜜蜂の用途

　　　令和７年１～12月に実際に蜜蜂をどのような用途に用いたかを御記入ください。

　　　花粉交配用の蜜蜂を他の方に貸した・他の方から借りた場合（売買は含まれません）

　　は「貸蜂用」の欄に記入してください。
※蜜蜂を飼っていた期間ではなく、実際に蜜蜂から生産物や成果を得ていた期間です。（例：蜂蜜生産用…蜂蜜の採取を行った期間、花粉交配用…蜂が交配を行った期間等）

　細かい日付が不明の場合、上・中・下旬の記入でも構いません。

(3)　生産量

　　蜂蜜・ローヤルゼリー・みつろう・花粉について、１群当たりの生産量と年間生産量の合計を御記入ください。花粉交配のみに利用するなど、蜂蜜等を生産していない方は無記入で構いません。

(4)　販売等割合

　　蜂蜜とローヤルゼリーについて、販売・自家消費等の割合を御記入ください。

　　(2)と同様、花粉交配のみに利用するなど、蜂蜜等を生産していない方は、無記入で構いません。
